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本稿は，介護保険統計を利用した障害調整健康余命（ ）および加重障害保有割合
（ ）の算出方法を紹介し，介護保険制度改革が本格的に実施された2006年４月直前の介
護保険統計を用いて都道府県別に算出したそれぞれの値を提示する。さらに，これらの指標間
の関連性を分析し，その健康指標としての意義について検討することを目的とした。
先行研究より得られた介護度別の効用値（要支援＝0.78，要介護１＝0.68，要介護２＝0.64，

要介護３＝0.44，要介護４＝0.34，要介護５＝0.21），年齢階級・介護度別認定者数，年齢階
級別人口を用いて都道府県別年齢階級別 および年齢調整 を男女別に算出した。都
道府県別65歳以上の は性・年齢階級別 および生命表を用いて 法により
算出した。65歳平均余命（ 65），65歳 （ 65），年齢調整 との関連性を相
関係数によって検討した。
都道府県別 65は，男性15.07～16.93年，女性18.25～20.07年であった。 65の

上位３県は，男性は，長野16.93年，熊本16.65年，山梨16.59年，女性は，福井20.07年，沖縄
20.02年，山梨19.87年であった。下位３県は，男性は，青森15.07年，大阪15.33年，秋田
15.43年，女性は，大阪18.25年，青森18.35年，秋田18.42年であった。年齢調整 （65～
89歳，人口千対）は，男性48.11～74.05，女性53.82～91.04であった。上位３県は，男性は，
山梨48.11，茨城49.24，宮崎49.87，女性は，福井53.82，茨城56.74，静岡57.03であった。下
位３県は，男性は，大阪74.05，沖縄71.98，秋田70.27，女性は，大阪91.04，徳島87.23，青森86.33で
あった。 65と 65および年齢調整 と 65は男女ともに有意な相関を示したが，
年齢調整 と 65は男性のみ弱い相関を示し，女性は有意な相関が認められなかった。
本稿で提示した方法を用いることで，都道府県および市町村単位で継続的に を算出

することができ，短期的および長期的な保健医療福祉政策の策定に応用することが可能となる。
また，年齢調整 と 65は男性では有意な弱い相関があるものの， は と独立
した地域健康指標としても有用であると考えられた。

健康余命，障害調整健康余命，加重障害保有割合，健康指標，効用値，介護保険認定率

Ⅰ

健康余命とは，健康で身体的な能力を発揮で
きる，あるいは疾病，障害がなく生きられると

期待される寿命であり1)，一定の障害状態の期
間を除いて計算される無障害健康余命
（ ）と障害の程度に重み付けをして計算
される障害調整健康余命（ ）などが開発
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されてきた2)-7)。 は障害がなく生きられ
ると期待される期間であり， は障害の
程度を算出して，健康で生きられると期待され
る期間を測定するものである8)-11)。後者は全障
害の程度に重み付けをするため，有障害の定義
に依存する前者に比較して優れた指標とされて
いる。
先行研究は様々な障害率のデータを用いて都

道府県の と を算出している
が9)12)，これらのデータは日常的に利用するこ
とは難しい。2000年に介護保険制度が施行され
て以来，先行研究において，すべての介護保険
認定者あるいは介護度２以上の者を障害者と定
義した の算出が試みられている13-15)。
一方， の算出には死亡と障害の統計

とともに，それぞれの障害の程度を数値化した
「効用値」（通常，健康状態を１＝「完全な健
康」～０＝「死に等しい」の値で評価した尺度）
を必要とする。介護保険認定率を用いた

の算出は，先行研究にて介護度別の効
用値を測定し，その値を用いて都道府県別の

を算出するまでは行われていなかった16)。
の算出方法は先行研究で説明したが，

国内の研究者等から，都道府県別の数値を知り
たいという意見が複数あった。そこで，本稿に
おいて，都道府県および市町村単位で算出可能
な と加重障害保有割合（ ）の算出
方法を紹介するとともに，介護保険制度改革が
本格的に実施された2006年４月直前の介護保険
統計を用いて都道府県別に算出したそれぞれの
値を提示し， と の指標としての
その意義を検討した。

Ⅱ

介護度別の効用値は，介護保険事業に従事す
る専門家236名（ケアマネジャー，ホームヘル
パー，看護師，介護福祉士等）を対象に，標準
的な４つの効用値測定尺度，５項目法（ -
５Ｄ），時間得失法（ ），基準的賭け法
（ ），視覚アナログ尺度（ ）を用いて

測定した。得られた尺度別の効用値の信頼性と
妥当性を検証した結果， と が同程
度の高い信頼性と妥当性を示したため，この２
つの尺度の平均値を適切な効用値とした。介護
度別の効用値は，要支援＝0.78，要介護１＝
0.68，要介護２＝0.64，要介護３＝0.44，要介
護４＝0.34，要介護５＝0.21であった。

得られた効用値を用いて，都道府県別65歳以
上の を算出した。65歳以上とした理由は，
介護保険認定者の96％は65歳以上であるためで
ある17)。性・年齢階級別 は，厚生労働省
から公表された性・年齢階級・介護度別認定者
数に17)，１から介護度別の効用値を減じた値を
乗じ，その値を合算し，性・年齢階級別人口で
除して算出した。また，性別年齢調整 は
2000年全国の人口区分を標準人口とした直説法
により算出した。なお，人口統計は，2002年住
民基本台帳に基づく人口を用いたが18)，介護保
険統計の最も高い年齢階層が95歳以上であるの
に対し，住民基本台帳は80歳以上であるため，
2000年国勢調査の年齢階層別の人口比率を使用
して80歳以上の年齢階層の人口を計算した19)。

性・年齢別 は性・年齢階級別
と生命表20)を用いて 法により算出し
た21)。
性・年齢別 は次の式を使用して計算

した。

＝
Σ（ ×（１－ ））

は 歳と ＋５歳間の定常人口，そして
は生命表における年齢 歳の生存数である。

平均余命（ ）， ， の関連性は，
65 歳 （ 65）， 65 歳 （ 65），
年齢調整 の相関分析を行って検討した。
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男性 女性

65～69歳
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94

注 （ ）は標準偏差

（単位 年）

男性 女性

65歳
70
75
80
85
90

注 （ ）は標準偏差
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Ⅲ

都道府県別 （65～69歳，人口千対）は，
男性11.28～19.54，女性6.65～18.51であった。
年齢階級別の平均値は，65～69歳男性14.27，
女性11.99，70～74歳男性31.48，女性31.15，
75～79歳男性67.66，女性74.53，80～84歳男性
146.49，女性169.38，85～89歳男性184.81，女
性278.65，90～94歳男性217.77，女性403.95で
あった 。
年齢調整 （65～89歳，人口千対）は，

男性48.11～74.05，女性53.82～91.04であった。
上位３県は，男性は，山梨48.11，茨城49.24，
宮崎49.87，女性は，福井53.82，茨城56.74，
静岡57.03であった。下位３県は，男性は，大
阪74.05，沖縄71.98，秋田70.27，女性は，大
阪91.04，徳島87.23，青森86.33であった（値
が低い方が健康水準が高いため上位とした）。

都道府県別 65は男性15.07～16.93年，
女性18.25～20.07年であった。年齢別
の平均値は， 65は男性16.11年，女性
19.28年， 70は男性12.47年，女性14.96
年， 75は男性9.25年，女性10.90年，

80は男性6.33年，女性7.29年， 85
は男性4.23年，女性4.40年， 90は男性
2.45年，女性2.15年であった 。

に都道府県別 65と 65およびそ
の順位を示した。 65の上位３県は，男性
は，長野16.93年，熊本16.65年，山梨16.59年，

女性は，福井20.07年，沖縄20.02年，山梨
19.87年であった。下位３県は，男性は，青森
15.07年，大阪15.33年，秋田15.43年，女性は，
大阪18.25年，青森18.35年，秋田18.42年で
あった。

65と 65の順位が大きく異なったの
は，男性では北海道の７位と22位，静岡の20位
と８位，東京の８位と19位，女性では北海道の
11位と32位，山形の39位と22位，栃木の44位と
29位であった（いずれも前者が 65の順位，
後者が 65の順位）。

65と 65の相関係数は男性0.92（ｐ
＜0.001），女性0.80（ｐ＜0.001）であった

。年齢調整 と 65との相関係
数 は 男 性 － 0.30 （ｐ ＜ 0.05）， 女 性 －
0.26（ｐ＝0.073）であり ，年齢調整

と 65は男性－0.63（ｐ＜0.001），
女性－0.76（ｐ＜0.001）であった 。

Ⅳ

先行研究において介護保険認定者数を障害者
と定義した都道府県の の算出が試みら
れている9)12)。 の算出で問題となるのは
有障害の基準であり，健康余命の値はその基準
に依存する22)。先行研究において算出された

の有障害の基準は，すべての介護保険
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男性 女性

65 順位 65 順位 年齢調整 順位 65 順位 65 順位 年齢調整 順位

全国

北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬

埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野

岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山

鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡

佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

注 年齢調整 は値が小さい方が上位であり，値が大きい方が下位である。
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認定者，これらと入院患者の合算，介護度２以
上の認定者と様々である13)-15)23)。一方，
はそれぞれの介護度に応じた効用値を用いて障
害に重み付けをしているため，有障害の基準を
定義する必要はなく，その基準に依存しない。

の示す においても，障害の程
度が考慮されており11)， よりも障害の程
度を加味した健康余命は，集団の健康水準をよ

り正確に測定する指標である。したがって，障
害を持つ人の割合とその程度（効用値）が把握
可能であれば， を用いるのが好ましい
と考えられる。介護保険統計を用いた
は，介護度別認定者数を用いて算出した
を用いるため，認定率と介護度の低下が

の値に反映され24)，介護予防サービス効
果や自立支援効果の評価にも利用可能である。
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先行研究は，介護保険統計以外のデータを用
いて障害者数を算出し， および
を算出している12)-15)。障害者数は入院者（患者
調査による入院患者），入所者（老人保健施設
入所者，特別養護老人ホーム入所者），往診・
訪問・通院者（患者調査総患者から入院患者を
減じたもの）等のデータを用い， 法
で および の算出を行っている。
これらのデータを用いた と介護保険統
計を用いた本研究の の相関係数は，男
性0.79，女性0.67であり，障害率は用いる障害
者のデータによって大きく異なると考えられた。
しかし，現時点で介護保険統計は健康余命を自
治体単位で継続的に算出するために使用できる
唯一の障害者に関する統計資料といえ，健康余
命の算出は介護保険統計に依存せざるをえない。
「健康日本21」地方計画策定の中間評価実施

を予定している436自治体のうち31.7％が2007
年を中間評価実施年に，最終評価実施を予定し
ている472自治体のうち40.9％が2010年を最終
評価実施年としている25)。しかし，地方計画策
定済みまたは策定中の975市区町村のうち評価
方法が分からないとしているのは58.9％であ
り26)，評価方法についての困惑が伺える。この
ような状況の中，本研究で示した およ
び年齢調整 は「健康日本21」評価指標の
ひとつになりうる。

65と 65は強い相関を示したが，
65と 65の順位が大きく異なる県もあっ
た。年齢調整 と 65は男性では弱い負
の相関を示し，女性は有意な相関が認められな
かった。ところが，沖縄は男女ともに最も長い
65であるが，年齢調整 は，男性は２

番目に高く，女性は13番目に高かった。これら
の結果は，高齢者における死亡率と障害率は異
なった健康指標であることを示し， お
よび は死亡率や とは異なる健康特性
を包含する健康指標として有意義であると考え
られる。
健康余命と平均余命との関連が弱いことは，
その弁別性から健康余命の有用性を示すものと
されている27)。健康余命は，平均余命と障害率
との組み合わせであるため， が お
よび とある程度の相関を示すのはしごく
当然である。一方で，年齢調整 は男性で
は 65と有意な弱い相関を示したが，女性は
有意な相関が認められなかった。先行研究では，
平均余命と障害期間・障害率との関連に関する
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十分な記載はないが，平均余命と障害期間・率
との関連がない場合，これらを組み合わせて算
出する健康余命の内的整合性について論じる必
要があろう。こうした背景のもとでは，
は，平均余命と組み合わせた健康余命の要素と
しての利用とともに，単独の健康指標として，
地域住民の健康水準あるいはサービスの利用を
含めた疾病負担の指標としての有用性を強調す
べきかもしれない。

介護保険の認定を受けるか受けないかについ
ては経済状況，インフォーマルな介護者の存在，
居住地の文化的環境的など様々な要因が影響を
及ぼす。先行研究は，収入とインフォーマルな
介護者の存在と介護保険サービスの利用は有意
に関連があるとしている28)。そのため，障害を
もっていながら介護保険の認定を受けていない
人もいることが考えられ， の値は実際
よりも高い可能性がある。また，2006年４月に
改正された介護保険制度では介護度は要支援
１～２，要介護１～５の７段階あり，今後は新
制度下での効用値の決定， と の算
出を試みる必要がある。

Ⅴ

先行研究で提示した国，都道府県および市町
村単位で継続的に算出可能な の算出方
法および の算出方法を紹介し，介護保険
制度改革が本格的に実施された2006年４月直前
の都道府県別のそれぞれの値を提示した。
「健康日本21」にみられるように，健康寿命

の延伸はわが国の保健医療福祉政策の最重要の
目的となっている。現時点で介護保険統計は健
康余命を自治体単位で継続的に算出するために
使用できる唯一の障害者に関する統計資料であ
る。新制度下での効用値を決定し，その効用値
と介護保険統計，死亡統計（生命表）および人
口統計を用いることで，都道府県および市町村
の を継続的に算出することができ，短
期的および長期的な保健医療福祉政策の策定に

応用することが可能となる。 また，年齢調整
と 65は男性では有意な弱い相関があ

るものの， は と独立した地域健康指
標としても有用であると考えられた。

本稿の一部は，第64回日本公衆衛生学会総会
（2005年10月，札幌市），第65回日本公衆衛生
学会総会（2006年10月，富山）において発表し
た。本研究の一部は，科学研究費補助金（地域
と個人の社会経済的不利が低下させる健康水準
の定量化とそのメカニズムの解析：課題番号
16590497；障害調整健康余命（ ）算出の
ための効用値の測定と評価指標としての

：課題番号19590650）を受けて実施した。
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